
 
2014年８月 1日 

 

1 
 

最上小国川流域環境保全協議会	 

会長	 	 原	 慶明	 殿	 

 

「第 12 回最上小国川流域環境保全協議会資料（2013 年 11 月 21 日 山形県）」のうち、 

アユを中心とする調査内容に関する意見書 （要約版） 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 川那部	 浩哉（京都大学名誉教授） 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	 竹門	 康弘（京都大学防災研究所准教授） 

                                      	 朝日田	 卓（北里大学海洋生命科学部教授）	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 高橋	 勇夫（たかはし河川生物調査事務所代表） 

 

 

1. 意見書提出のいきさつ 

2014年 5月 27日、最上小国川流域環境保全協議会会長原慶明さんは、山形県議草島進

一さんの質問に対し、「最上小国川環境影響調査委員会の検討内容に欠けているファクター

は何なのかを教えて欲しい」と述べた。草島さんは、「第 12回 最上小国川流域環境保全協

議会 資料」（以下、資料と呼ぶ）を 6月 12日に上記 4名に送り、とくにそのうちの 47～92

ページについて、「意見が欲しい」と要請した。 

この意見書は、この依頼を受けた 4 名が当該資料を検討し、それに対する意見を整理し

たものの要約版である。 

 

2.  第 12 回 最上小国川流域環境保全協議会資料の問題点 

 1） 調査の目的や方法が吟味されていない 

個々の調査項目について具体的な目的がどこにあるのか明白ではなく、また想定される

目的に対して調査方法が相応しいかどうかがほとんど吟味されていないと判断せざるを得

ない。 

具体例	 「水産的重要種」であるアユの餌であるとする付着藻類や細菌については、種組

成・細胞数・乾燥重量・クロロフィル a量・強熱減量などをばらばらに調べたのみで、同時

に調査したアユの「はみあと率」との関連性がまったく検討されていない。しかも細胞数

以外の項目はダムの影響を検討する材料としては一切使われていない。また、「堆積砂の挙

動調査」や「洪水時の剥離」に関する検討過程においても、河床型や礫径によって相違す

る可能性が考慮されていない。 

 2） 限定的な調査データから逸脱した結論が導かれている 

	 調査そのものは限定的な条件下で行われているにもかかわらず、そのことを無視して、

結論が導き出されている。 

具体例 付着藻類は一貫して拳大の石礫から採取されているが、このような小さな石は小規

模な洪水でも藻類の剥離が起きやすい。したがって、付着藻類調査は「藻類が剥離しやす

い状況にあった小さめの石礫を選択的に採取して、その剥離状況を調べた」ことになる。
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このような方法に基づいて行われた付着藻類調査から言えることは限定的であり、この分

析結果から、「50m3/s 程度の流量が発生すると、ほとんどの付着藻類が剥離する」という考

察を導き出すことは非科学的である。さらに、それを根拠とした「付着藻類の剥離は、ダ

ムあり・なしとも同様に生じると考えられる」という結論も導き出すことはできない。 

 3） 各調査に結びつきがない 

調査がそれぞれ「ばらばら」に行われているうえに、それらを複合的・総体的に結びつ

けようとせず、言わば「単純な足し算」によって「考察」され、「結論」なるものが導かれ

ている。 

具体例 「各調査地点の河床状態はアユ漁場として良好な状態にあると推察される」とまと

められているが、アユの多さを表現する「はみあと率」は地点によってかなりの差がある。

アユの漁場として評価するのであれば、河床状態調査、はみあと率ならびに付着藻類調査

の時期や地点を合わせておくことが不可欠であるが、それすら行われていない。 

 4） アユそのものに関する調査や検討が全く存在しない 

	 アユに対する影響を検討するものであるにもかかわらず、アユそのものに関する調査・

検討は何一つ行われていない。仮に「餌環境への影響は軽微である」ということが事実で

あるとしても、アユの棲息が充分に成立するためには、他のさまざまな環境条件が必須で

あるが、それらの検討が全くされていない。アユの実際の分布からは「アユ漁場として良

好な状態にある」というような単純な結論を導くことはできない。 

 

3.  最上小国川流域環境保全協議会への提言（今後の調査に向けて） 

小国川で計画されている流水型ダムはピークカット率が高いため、洪水時の堪水域の上

流部に堆積する礫経の大きな土砂が下流へ供給されにくくなり、洪水の減水時や小出水時

には堤体近くに堆積する砂泥のみが流出すると予測される。このため、①ダム下流域の河

床更新度の低下と糸状藻類等の繁茂、②ダム下流へのシルトの流出による濁水発生と河床

環境の悪化、③ダム下流へ供給される有機物組成の変化などを通じて、アユの餌環境やサ

クラマスの産卵環境の悪化が懸念される（サクラマスの産卵場が、ダム建設予定地〜下流

1.5kmの範囲で発見されている）。これらは、岩手県のレン滝ダム、外枡沢ダム、島根県の

益田川ダムなどの調査で得られている知見から明白と考えられる。 

上記のようなピークカット率の高い流水型ダムによって高い確率で起こると予想される

影響に関しては、これまで全く調査されておらず、全く検討もされていない。したがって、

今後これらの項目について詳細な調査を行い、影響をつぶさに検討することが必須である。 

	 一般に、「ある事業等が環境にいかなる影響を及ぼすか、またその程度はどれほどか」を

考えることは、それに疑問を持ちあるいは反対する人びとに対して、科学的な資料とそれ

に基づく具体的な判断とを提示し、その論議に供するための第一歩である。今回の「調査」

と「結論」は、残念ながらそれに全く値しない。今後、最上小国川流域環境保全協議会の

「資料」とそれに基づく「結論」がそれに堪えうるものとなることを希望し、そのことを

強く要請する。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 以上 


